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外
宮
祭
神
観
の
変
遷

中

野

裕

三

は
じ
め
に

　

昭
和
七
年
五
月
二
十
六
日
に
開
催
さ
れ
た
内
務
省
主
催
宮
司
談
合

会
に
於
い
て
、
官
幣
中
社
白
峯
宮
宮
司
、
石
井
鹿
之
助
は
、「
祭
祀

ニ
関
ス
ル
調
査
機
関
ヲ
設
置
」
を
企
図
し
て
、
い
く
つ
か
の
提
案
を

示
し
た
。
即
ち
、『
日
本
書
紀
』
天
孫
降
臨
章
に
示
さ
れ
た
「
神
籬

磐
境
の
神
勅
」
を
尊
重
す
る
立
場
か
ら
、
神
祇
官
八
神
殿
と
一
体
の

関
係
に
あ
り
な
が
ら
、
す
で
に
廃
止
さ
れ
て
い
る
祝
部
殿
の
御
祭
神

に
対
す
る
奉
仕
を
厳
修
す
る
こ
と
（
（
（

、
そ
し
て
「
延
暦
儀
式
帳
」
就
中

『
止
由
氣
宮
儀
式
帳
』
の
冒
頭
に
示
さ
れ
た
第
二
十
一
代
雄
略
天
皇

に
下
さ
れ
た
天
照
大
神
の
託
宣
（
（
（

を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、
日
別
朝
夕

大
御
饌
祭
が
斎
行
さ
れ
る
御
饌
殿
の
神
座
を
再
考
す
る
こ
と
、
等
を

建
言
し
た
。
そ
れ
ら
建
言
の
基
づ
く
理
念
は
、
以
下
の
如
き
も
の
で

あ
っ
た
。

抑
モ
、
大
日
本
国
ハ
神
国
デ
ア
リ
、〈
中
略
〉
天
皇
様
ヲ
現
津

御
神
様
ト
シ
テ
、
之
レ
ニ
マ
ツ
ロ
ヒ
奉
リ
仕
奉
ル
ベ
キ
祭
祀
ガ
、

国
家
ノ
何
處
カ
ニ
無
ク
テ
ハ
ナ
ラ
ヌ
筈
デ
ア
ル
、
然
ル
ニ
神
祇

官
ノ
御
廃
止
以
後
、
曾
テ
ハ
神
祇
官
ノ
祝
部
殿
ニ
於
テ
行
ハ
レ

タ
リ
シ
、
ナ
ク
テ
ハ
ナ
ラ
ヌ
、
祝
部
殿
ノ
コ
ノ
尊
キ
祭
祀
ガ
、

遂
ニ
廃
絶
シ
テ
、
明
津
御
神
様
デ
ア
ラ
セ
ラ
ル
ル
天
皇
様
ヲ
、

今
日
デ
ハ
外
国
ノ
君
主
ヤ
大
統
領
ナ
ド
ト
、
同
ジ
ク
人
ト
シ
テ

考
ヘ
ル
様
ニ
ナ
リ
、
国
民
自
ラ
モ
、
我
ハ
神
ノ
御
末
ナ
リ
ト
ノ

神
性
ノ
自
覚
ヲ
失
ヒ
教
学
刷
新
評
議
会
ナ
ド
デ
、
日
本
精
神
ノ

涵
養
ト
カ
、
人
格
教
育
ト
カ
ヲ
弥
喧
シ
ク
彼
是
問
題
ニ
セ
ネ
バ

ナ
ラ
ヌ
ノ
デ
ア
ル
、〈
中
略
〉
政
治
ニ
基
準
ナ
ク
、
国
民
生
活

ニ
目
標
ヲ
失
ヒ
、
国
民
思
想
ハ
斯
ク
モ
困
乱
状
態
ニ
陥
リ
、
之

レ
ガ
為
メ
、
肇
国
以
来
未
ダ
曾
テ
類
例
ナ
キ
不
祥
事
件
ガ
、

度
々
勃
発
致
シ
マ
シ
テ
、
天
照
天
皇
様
ニ
対
シ
奉
リ
、
御
同
様

誠
ニ
、
痛
心
恐
懼
ノ
至
リ
ニ
堪
ヘ
マ
セ
ン
、
非
常
時
国
家
ヲ
救

フ
ベ
キ
ニ
、
敢
テ
百
年
ト
イ
ハ
ズ
、
皇
國
永
遠
ノ
根
本
大
策
ノ
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樹
立
ハ
、
現
政
府
ガ
中
外
ニ
声
明
セ
ラ
レ
タ
ル
、
肇
国
ノ
理
想

ノ
顕
揚
ニ
ヨ
リ
テ
、
国
家
祭
祀
ノ
確
立
就
中
、
祭
政
一
致
ノ
皇

国
体
ニ
相
応
ハ
シ
キ
、
祝
部
殿
ノ
御
再
興
、
引
イ
テ
ハ
神
祇
官

ノ
復
興
ヨ
リ
ヨ
リ
急
ニ
シ
テ
、
然
モ
ヨ
リ
根
本
的
ノ
モ
ノ
ハ
、

断
ジ
テ
無
イ
ノ
デ
ハ
ア
リ
マ
ス
マ
イ
カ
（「
祭
祀
確
立
ト
肇
国
ノ

理
想
ノ
顕
揚
ニ
就
キ
テ
」
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
、
昭
和

十
一
年
）、
と
。

　

か
く
し
て
石
井
は
、
昭
和
九
年
五
月
二
十
二
日
、
昭
和
十
年
五
月

十
二
日
に
も
、
合
計
三
度
に
亘
っ
て
、「
祭
祀
調
査
機
関
ノ
設
置
」

を
提
唱
し
、
と
り
わ
け
祝
部
殿
の
再
興
を
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

と
り
わ
け
昭
和
九
年
五
月
二
十
二
日
の
提
案
に
於
い
て
、
石
井
は
、

神
宮
祭
祀
を
め
ぐ
っ
て
、
前
述
の
天
照
大
神
の
託
宣
を
重
視
す
る
立

場
か
ら
、
外
宮
祭
神
「
豐
受
大
神
様
ハ
、
如
何
ナ
ル
大
神
様
デ
ア
ル

カ
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
議
論
し
た
。
即
ち
、
石
井
は
、
神
宮
の

最
も
重
要
な
祭
祀
で
あ
る
三
節
祭
（
二
度
の
月
次
祭
・
神
嘗
祭
）
が
外

宮
先
祭
の
形
で
斎
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
天
照
大
神
・
豐
受
大
神
に

御
日
供
を
奉
る
日
別
朝
夕
大
御
饌
祭
が
外
宮
神
域
内
の
御
饌
殿
に
於

い
て
斎
行
さ
れ
る
こ
と
等
を
論
拠
と
し
て
、
日
別
朝
夕
大
御
饌
祭
を
、

「
天
照
皇
大
御
神
様
ガ
外
宮
御
鎮
座
以
来
一
日
モ
絶
ユ
ル
コ
ト
ナ
ク
、

五
十
鈴
ノ
川
上
カ
ラ
態
々
朝
夕
外
宮
御
饌
殿
マ
デ
神
幸
マ
シ
マ
シ
テ
、

シ
カ
モ
豐
受
大
神
様
ノ
下
座
ニ
ア
リ
テ
、
豐
受
大
神
様
ト
オ
相
嘗
ヲ

ナ
シ
給
ヘ
ル
」
御
業
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
の
よ
う
な
石
井
の
議

論
は
、
後
年
更
に
敷
衍
さ
れ
、
豐
受
大
神
を
し
て
天
照
大
御
神
の
斎

祭
る
神
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
か
か
る
石
井
の
主
張
は
、

昭
和
十
五
年
に
設
立
さ
れ
た
神
祇
院
に
於
い
て
、
取
り
上
げ
ら
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。

　

外
宮
祭
神
豐
受
大
神
と
内
宮
祭
神
天
照
大
神
と
の
関
係
に
つ
い
て

は
、
す
で
に
中
世
、
外
宮
神
道
の
二
宮
一
光
説
を
嚆
矢
と
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
外
宮
・
内
宮
祭
神
を
そ
れ
ぞ
れ
個
別
神
格
と
し
て
認
識

し
、
そ
の
関
係
を
議
論
し
た
の
は
、
管
見
の
及
ぶ
と
こ
ろ
、
近
世
以

降
の
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
恐
ら
く
は
石
井
の
問
題
提
議

も
、
か
か
る
近
世
以
降
の
神
宮
の
祭
神
論
に
依
拠
し
て
の
こ
と
で

あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
近
世
以
降
の
外
宮
祭
神
論
の
推

移
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
内
容
分
析
に
従
っ
て
石
井
の

議
論
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
、
度
会
延
佳
と
本
居
宣
長
と
の
祭
神
論

　

後
期
伊
勢
神
道
を
代
表
す
る
度
会
延
佳
（
一
六
一
五
―
一
六
九
〇
）

の
人
物
像
を
詳
細
に
明
ら
か
に
し
た
宮
崎
典
也
は
、「
神
道
五
部
書
」

と
延
佳
の
神
道
論
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
、
次
の
如
く
分
析
し
て
い

る
。

延
佳
は
五
部
書
或
は
そ
の
類
書
と
し
て
の
神
書
に
対
し
て
多
少

の
考
証
批
判
を
試
み
た
一
方
に
お
い
て
、
全
体
と
し
て
は
之
を

信
じ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
恐
ら
く
彼
が
外
宮
祠
官
の
家
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に
出
で
て
そ
こ
に
育
ま
れ
た
と
い
ふ
社
会
的
身
分
的
環
境
に
も

よ
る
で
あ
ら
う
が
、
他
方
当
時
の
学
問
自
体
の
水
準
或
は
種
類

に
も
よ
つ
た
こ
と
で
あ
ら
う
（「
度
会
延
佳
の
神
道
説
の
基
底
」

『
神
道
史
研
究
』
一
一
巻
二
号
、
昭
和
三
八
年
五
月
）。
と
。

　

右
の
見
解
は
概
ね
妥
当
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
延

佳
は
神
宮
三
部
書
を
典
拠
と
し
て
、
外
宮
祭
神
を
、『
日
本
書
紀
』

開
闢
神
話
冒
頭
に
初
発
の
神
と
し
て
記
述
さ
れ
た
國
常
立
尊
と
同
一

神
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
延
佳
の
主
著
と
目
さ
れ
る
『
陽
復
記
』
二
巻
を
概
観
す

る
と
、
豐
受
大
神
宮
権
禰
宜
と
し
て
神
庭
に
奉
仕
し
、
豊
宮
崎
文
庫

の
創
設
に
尽
力
し
た
延
佳
固
有
の
、「
神
道
五
部
書
」
と
は
異
な
る

学
説
も
ま
た
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、

神
道
論
の
中
核
的
課
題
で
あ
る
御
祭
神
の
問
題
、
つ
ま
り
内
外
両
宮

御
祭
神
を
め
ぐ
る
考
証
で
あ
ろ
う
。
延
佳
は
云
う
。

眞
經
津
鏡
は
八
咫
の
鏡
の
御
事
な
り
。〈
頭
註
中
略
〉
此
寶
鏡
を

見
ま
さ
ん
事
吾
を
み
る
が
ご
と
く
す
べ
し
と
の
神
勅
に
ま
か
せ
、

天
照
太
神
の
御
神
体
と
あ
が
め
奉
り
代
々
天
皇
と
御
同
殿
に
ま

し
ま
し
け
る
に
、
人
皇
十
代
崇
神
天
皇
の
御
宇
に
甚
神
威
を
畏

れ
給
ひ
て
、
豐
鋤
入
姫
命
を
附
奉
て
大
和
国
磯
城
に
神
籬
を
立

て
、
し
ば
ら
く
斎
奉
り
給
ひ
ぬ
。〈
頭
註
中
略
〉
又
内
裏
に
は
神

鏡
神
劒
の
御
影
を
う
つ
し
て
と
ゞ
め
給
ふ
。
内
侍
所
寶
劒
と
申

奉
る
は
是
也
。
其
後
豐
鋤
入
姫
命
、
太
神
を
戴
奉
り
所
々
を
経

給
ひ
し
か
ど
も
、
御
年
老
た
ま
ふ
の
故
に
美
和
の
御
諸
宮
よ
り

倭
姫
命
を
太
神
に
附
奉
り
給
ひ
き
。
し
か
る
に
人
皇
十
一
代
垂

仁
天
皇
の
御
宇
に
猶
国
々
所
々
を
経
て
伊
勢
国
度
會
郡
五
十
鈴

川
上
に
し
ず
め
奉
り
ぬ
（
大
神
宮
叢
書
『
度
會
神
道
大
成
』
後
篇
、

神
宮
司
廳
、
昭
和
三
十
年
三
月
、
四
～
五
頁
）。
と
。

　

つ
ま
り
、「
八
咫
の
鏡
」
が
天
照
大
神
の
御
魂
実
で
あ
る
こ
と
を

明
言
し
、
内
宮
創
建
の
過
程
を
詳
述
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
考
証
は
、

「
神
道
五
部
書
」、
就
中
『
天
照
坐
伊
勢
二
所
皇
太
神
宮
御
鎭
座
次
第

記
』
に
見
出
せ
る
、「
当
二
神
宝
日
出
之
時
一、
天
照
大
日
孁
貴
与
二
止

由
氣
皇
大
神
一、
予
結
二
幽
契
一。
永
治
二
天
下
一
以
降
、
高
天
之
原
爾
神

留
坐
天
、
皇
親
神
漏
岐
・
神
漏
美
命
以
、
八
百
万
神
等
乎
天
之
高
市
爾

神
集
々
給
比
、
大
葦
原
千
五
百
秋
瑞
穂
国
波
、
吾
子
孫
可
レ
主
之
地
奈
利
。

安
国
度
平
久
我
皇
御
孫
之
尊
知
食
度
事
依
奉
比
、
以
二
八
坂
瓊
之
曲
玉
・

八
咫
鏡
・
及
草
薙
釼
三
種
之
神
財
一天
、
授
二
賜
皇
孫
一、
永
為
二
天
璽
一
」

（『
神
道
大
系
』
論
説
編　

伊
勢
神
道
（
上
）、
財
団
法
人
神
道
大
系

編
纂
会
、
平
成
五
年
七
月
、
二
頁
）、
と
の
三
種
神
器
が
天
照
大
神

と
豐
受
大
神
と
の
「
幽
契
」
に
由
来
す
る
と
規
定
す
る
解
釈
と
、
異

な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
か
か
る
延
佳
の
学
説
と
「
神
道

五
部
書
」
と
の
明
確
な
相
違
は
、
外
宮
祭
神
を
し
て
内
宮
祭
神
と
一

体
、
も
し
く
は
よ
り
一
層
勝
る
御
神
格
で
あ
る
と
規
定
す
る
「
神
道

五
部
書
」
を
、
暗
に
批
判
す
る
延
佳
の
言
説
か
ら
も
明
白
で
あ
ろ
う
。

即
ち
、



外宮祭神観の変遷（中野）137

吾
祭
奉
レ
仕
之
時
先
可
レ
奉
レ
祭
二
止
由
氣
太
神
一
と
の
内
宮
の
御

神
託
に
よ
り
、
外
宮
の
諸
神
事
、
参
詣
の
次
第
な
ど
の
先
な
る

を
見
て
は
、
外
宮
は
國
常
立
尊
に
て
諸
神
の
元
な
れ
ば
内
宮
よ

り
過
て
尊
き
神
に
て
ま
し
ま
す
と
お
も
ふ
や
か
ら
も
あ
り
。
是

甚
僻
事
な
り
。
諸
神
事
、
参
詣
之
前
後
に
て
尊
神
の
高
卑
は
定

め
が
た
し
。
又
内
宮
は
天
照
太
神
に
て
国
土
の
あ
る
じ
の
始
の

尊
神
、
其
上
内
宮
の
御
神
託
に
よ
り
外
宮
も
御
鎮
座
な
れ
ば
、

内
宮
の
神
の
尊
き
に
外
宮
の
神
の
及
べ
き
事
な
ら
ず
と
云
や
か

ら
も
あ
り
。
愚
な
る
了
簡
な
り
。
末
代
の
凡
夫
の
習
と
は
い
ひ

な
が
ら
、
尊
神
に
高
卑
を
付
て
こ
れ
を
上
と
し
、
か
れ
を
下
と

す
る
事
、
言
語
道
断
な
り
（
前
出
、
二
十
五
～
二
十
六
頁
）。
と
。

　

か
く
し
て
、
我
が
国
古
典
に
何
の
徴
証
も
見
出
せ
ぬ
二
宮
一
光
説

（
一
元
論
）
は
、
延
佳
に
よ
っ
て
明
確
に
排
除
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
其

の
事
は
、
歴
史
神
学
の
視
点
か
ら
、
大
い
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
偉
業

で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
（
（
（

。
換
言
す
れ
ば
、
延
佳
の
学
説
は
、
国
史
官

蝶
主
義
の
立
場
に
基
づ
き
「
神
道
五
部
書
」
を
偽
書
と
し
て
批
判
し

た
吉
見
幸
和
（
一
六
七
三
―
一
七
六
一
）
の
諸
説
と
相
ま
っ
て
、
近
世

国
学
の
大
成
者
と
見
做
さ
れ
る
本
居
宣
長
（
一
七
三
〇
―
一
八
〇
一
）

を
し
て
、『
伊
勢
二
宮
さ
き
竹
の
辨
』
を
執
筆
せ
し
め
る
契
機
と

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
（
（
（

。

　

宣
長
が
最
晩
年
に
物
し
た
『
伊
勢
二
宮
さ
き
竹
の
辨
』
は
、
外
宮

祭
神
豐
受
大
神
を
し
て
、「
高
天
原
に
於
て
、
天
照
大
御
神
の
、
重

く
祭
ら
せ
給
ふ
御
神
」（
筑
摩
書
房
版
『
本
居
宣
長
全
集
』
第
八
巻
、
四

七
六
頁
）
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
論
証
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
つ

ま
り
、
宣
長
は
、
人
が
生
き
る
為
に
必
須
条
件
の
要
で
あ
る
食
物
が

豐
受
大
神
の
御
霊
の
働
き
（「
恩
頼
」）
に
よ
っ
て
「
成
リ
出
」
る
と

の
見
解
に
従
っ
て
、
食
物
一
切
を
掌
る
豐
受
大
神
の
御
神
徳
に
着
目

し
た
の
で
あ
っ
た
。
か
か
る
着
眼
点
に
基
づ
き
、
宣
長
は
、
外
宮
祭

神
豐
受
大
神
を
し
て
内
宮
天
照
大
神
の
御
饌
に
奉
仕
す
る
「
膳
部

神
」
と
規
定
す
る
吉
見
幸
和
の
学
説
を
批
判
し
、
ま
た
一
方
に
お
い

て
は
、「
神
道
五
部
書
」
が
主
張
す
る
、
二
宮
一
光
説
に
従
い
、
豐

受
大
神
を
し
て
、
天
照
大
神
と
同
等
の
神
あ
る
い
は
よ
り
一
層
勝
る

神
格
で
あ
る
と
規
定
す
る
こ
と
を
、
悉
く
排
除
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
〝
高
天
原
敬
祭
説
”
の
論
拠
と
し
て
宣
長
が
注
目
し
た
の

は
、「
次
登
由
宇
氣
神
、
此
者
、
坐
二
外
宮
之
度
相
一
」
と
の
伝
承
を

確
認
で
き
る
『
古
事
記
』
天
孫
降
臨
之
段
、『
止
由
氣
宮
儀
式
帳
』

の
冒
頭
に
確
認
で
き
る
第
二
十
一
代
雄
略
天
皇
に
下
さ
れ
た
皇
祖
神

天
照
大
神
の
託
宣
に
基
づ
く
外
宮
創
建
伝
承
、
そ
し
て
外
宮
先
祭
等

で
あ
っ
た
。
か
か
る
宣
長
の
議
論
は
、
外
宮
屈
指
の
神
宮
学
者
と
評

さ
れ
た
橋
村
正
兌
（
一
七
八
五
―
一
八
三
七
）
に
よ
っ
て
、
継
承
・
展

開
さ
れ
た
。

二
、
橋
村
正
兌
と
御
巫
清
直
の
祭
神
考
証

　
『
止
由
氣
宮
儀
式
帳
』
の
注
釈
書
と
し
て
『
外
宮
儀
式
解
』
四
巻
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を
物
し
た
橋
村
正
兌
（
一
七
八
五
―
一
八
三
七
）
は
、
天
照
大
神
の
託

宣
に
基
づ
く
外
宮
創
建
伝
承
に
、
詳
細
な
註
釈
を
加
え
て
い
る
だ
け

に
、
固
有
の
外
宮
祭
神
観
を
示
す
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
説
く
と
こ

ろ
は
、
高
天
原
の
み
な
ら
ず
中
津
国
と
り
わ
け
神
宮
に
お
い
て
も
、

豐
受
大
神
を
し
て
天
照
大
神
の
斎
奉
る
神
で
あ
る
、
と
規
定
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、『
止
由
氣
宮
儀
式
帳
』
の
冒
頭
に
示

さ
れ
た
天
照
坐
大
御
神
の
託
宣
を
、

此コ
レ

の
大
命
よ
平ツ

生ネ

に
拝
イ
ツ
キ

祭
り
た
ま
ふ
豐
受
大
御
神
の
己
オ
ノ
レ

尊ミ
コ
トの
大

御
許
に
坐マ

シ
マ
さ
ね
ば
、
先
ヅ
そ
を
苦
し
く
思
ほ
す
が
故
に
、
御
饌

を
も
安
く
聞
し
め
さ
ぬ
に
こ
そ
あ
れ
、
た
ゞ
御
饌
の
事
の
み
に

て
迎
へ
給
ふ
と
思
ふ
は
委ク

ハ
シ
か
ら
ず
。
加
シ
カ
ノ

以ミ
ナ
ラ
ズと
あ
る
に
深
く
眼

を
著ツ

ケ

て
見
よ
、
常
に
甚イ
ト

苦ク
ル
シく
思
ほ
し
め
す
が
要ム
ネ

に
て
、
御
饌
の

事
は
次
に
詔ノ

タ
マ
ふ
物
な
り
（『
外
宮
儀
式
解
』
二
之
巻
、
増
補
大
神
宮

叢
書
六
、
神
宮
司
廳
、
平
成
十
八
年
、
六
十
一
頁
）。
と
解
釈
し
た

か
ら
で
あ
る
。

　

興
味
深
い
事
は
、
右
の
学
説
に
対
す
る
橋
村
の
論
証
で
あ
ろ
う
。

即
ち
、
豐
受
大
神
と
天
照
大
神
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
、「
凡ス

ベ

て
神

の
御
上
は
文
字
出
来
て
後
の
書フ

籍ミ

に
つ
き
て
と
か
く
申
す
べ
き
事
に

非
ず
。
神
代
の
旨

オ
モ
ブ
キを
考
ふ
べ
し
」（『
外
宮
儀
式
解
』
一
之
巻
、
前
出
、

五
十
頁
）。
と
主
張
し
た
後
、
当
該
「
神
代
の
旨
」（
純
神
道
）
を
、

別
宮
を
も
網
羅
し
た
神
宮
社
殿
の
在
り
方
に
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

万
物
の
祖オ

ヤ

と
も
仰
ぎ
奉
る
べ
き
御
功
徳
の
限
な
く
尊
く
坐マ

せ
る

伊
邪
那
岐
、
伊
邪
那
美
二
柱
大
御
神
も
、
其
始
は
其カ
ノ

別
宮
な
る

月
讀
宮
院
内
に
ま
し
〳
〵
て
、
宮
号
も
無
か
り
し
を
、
貞
観
十

三
年
八
月
宮
号
を
授
給
へ
れ
ど
、
今
な
ほ
別
宮
の
列ツ

ラ

に
坐マ
シ

ま
し
、

〈
中
略
〉
貴
き
や
豐
受
大
御
神
は
其
鎮
坐マ
シ

し
始
よ
り
さ
る
列ツ
ラ

に

も
ま
し
ま
さ
ず
、
か
の
諸
神
ノ
最
モ
ト
モ

貴
タ
フ
ト
キ

大
御
神
に
迎
へ
奉
ら
れ

ま
し
て
、
そ
の
尊
無
レ
二
も
、
今
一
ツ
有
る
如
く
誰
能
敢
抗
も

能
抗タ

ク
ラ
ベら
る
ゝ
如
く
、
宮
号
さ
へ
始
よ
り
有
て
、
し
か
も
内
外

と
相
対ム

カ

ひ
ま
す
の
み
な
ら
ず
、
月
讀
尊
を
さ
へ
同
く
別
宮
に
属ツ
ク

た
ま
ひ
て
、
公
に
も
内
外
一
宮
の
如
く
、
神
宮
と
も
大
神
宮
と

も
称
へ
給
ひ
、
御
代
々
々
に
弥

イ
ヨ
ヽ

益
マ
ス
マ
ス

崇
め
尊
み
奉
り
給
ひ
て
、

近
く
は
霊
元
天
皇
の
勅ミ

コ
トも
て
更
に
両
宮
優オ
ト
リ

劣マ
サ
リ

大
ま
し
ま
さ
ぬ

旨ム
ネ

御ミ

掟オ
キ
テ

給
へ
る
は
、
豈ア
ニ

お
ぼ
ろ
げ
の
事
な
ら
む
や
（
同
前
、
五

十
頁
）。
と
（
（
（

。

　

ち
な
み
に
、
近
年
の
宗
教
学
に
於
い
て
、
一
宗
教
の
内
容
は
、
言

語
だ
け
で
は
な
く
行
為
（
宗
教
儀
礼
）
や
視
覚
的
な
も
の
（
宗
教
的
な

建
築
物
や
、
儀
礼
が
営
ま
れ
る
空
間
の
様
式
）
と
い
っ
た
様
々
の
異
な
る

表
出
形
態
を
通
じ
て
、
表
出
し
て
い
る
、
と
主
張
さ
れ
た
（
（
（

。
驚
く
べ

き
は
、
橋
村
が
す
で
に
十
九
世
紀
前
半
に
、
か
か
る
着
眼
点
か
ら
、

御
祭
神
の
神
位
を
論
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
に
於
い

て
、
右
の
言
説
は
ま
さ
し
く
卓
見
と
評
さ
れ
よ
う
。
一
方
、
別
の
見

方
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
神
社
神
道
が
言
語
（
記
紀
神
話
・

神
道
思
想
）
だ
け
で
は
な
く
神
祇
祭
祀
（
行
為
）
や
御
祭
神
を
祀
る
社
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殿
の
在
り
方
（
視
覚
的
な
も
の
）
を
、
信
仰
内
容
の
重
要
な
表
出
形

態
と
し
て
い
る
宗
教
な
の
で
あ
る
、
と
も
い
え
よ
う
。

  

い
ず
れ
に
し
て
も
、
か
か
る
橋
村
の
外
宮
御
祭
神
を
め
ぐ
る
多
角

的
な
着
眼
点
は
、
幕
末
か
ら
明
治
二
十
二
年
に
斎
行
さ
れ
た
式
年
遷

宮
に
至
る
ま
で
、
神
宮
故
実
の
分
析
と
そ
れ
に
基
づ
く
古
儀
復
興
に

生
涯
を
捧
げ
た
、
神
宮
学
の
泰
斗
、
御
巫
清
直
（
一
八
一
二
―
一
八
九

四
）
に
継
承
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
清
直
の
業
績
に
お

い
て
注
目
す
べ
き
は
、
吉
見
幸
和
の
『
五
部
書
説
弁
』
発
刊
以
来
、

外
宮
祭
神
を
論
ず
る
上
で
そ
の
価
値
を
否
定
さ
れ
て
き
た
「
神
道
五

部
書
」、
就
中
『
倭
姫
命
世
記
』
に
再
び
光
を
当
て
た
こ
と
で
あ
ろ

う
。
即
ち
、『
倭
姫
命
世
記
』
を
し
て
、『
太
神
宮
諸
雑
事
記
』
天
平

神
護
二
年
（
七
六
六
）
の
条
に
焼
失
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
『
神
代
本

記
（
紀
）』（『
太
神
宮
本
記
』）
の
逸
文
に
後
人
が
記
紀
・『
古
語
拾
遺
』

等
の
神
典
や
両
部
神
道
書
等
を
混
合
せ
し
め
編
纂
し
た
書
で
あ
る
と

認
識
し
、
当
該
『
太
神
宮
本
記
』
を
復
元
せ
し
め
る
べ
く
、『
倭
姫

命
世
記
』
のT

extkritik

（
テ
キ
ス
ト
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
）
に
取
り
組
ん

だ
の
で
あ
る
（
（
（

。

　

そ
の
営
み
に
は
、
外
宮
祭
神
豐
受
大
神
を
し
て
「
天
御
中
主
靈
」

と
同
一
視
す
る
類
の
学
説
は
、
後
人
の
加
筆
と
し
て
排
除
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、『
倭
姫
命
世
紀
』
に
確
認
さ
れ
る
「
皇
大
神
重
テ
託

宣タ
マ
ハ
久
。
吾
カ
祭
奉
仕
之
時
。
先
可
キレ
奉
ルレ
祭
リ二
止
由
氣
大
神
ノ
宮
ヲ一
也
。

然
シ
テ
後
ニ
我
宮
ノ
祭
ノ
事
ハ
可
二
勤
仕
一
也
。
故
レ
則
諸
ノ
祭
事
以
テ二
此
宮
ヲ一

為
レ
先
ト
ト也
。」
と
の
外
宮
先
祭
を
命
ぜ
ら
れ
る
皇
大
神
の
託
宣
に
対

し
て
は
、
以
下
の
如
き
言
説
を
確
認
で
き
る
。

按
ル
ニ
此
託
宣
本
記
（『
太
神
宮
本
記
―
筆
者
註
』）
ノ
旧
文
ニ
非

ス
。
後
人
ノ
潤
飾
ニ
係
レ
ハ
、
全
ク
ハ
信
シ
難
シ
ト
雖
モ
、
天

照
大
神
ノ
豐
受
ノ
大
神
ヲ
尊
重
セ
ラ
ル
ヽ
コ
ト
、
上
件
ニ
祖
述

ス
ル
所
ノ
如
ク
ナ
レ
ハ
、
叡
慮
即
チ
此
託
宣
ノ
如
ク
ヤ
所
思
食

ラ
ム
。
是
ヲ
以
テ
朝
家
ニ
モ
其
御
意
ニ
随
従
セ
ラ
レ
テ
、
勅
使

来
入
奉
幣
ノ
日
モ
、
先
豐
受
宮
ヲ
先
ニ
シ
、
後
ニ
太
神
宮
ニ
奉

進
シ
、
年
中
ノ
諸
祭
総
テ
太
神
宮
ノ
儀
ニ
准
シ
テ
行
ハ
ル
ヽ
モ
、

悉
皆
コ
レ
ヲ
先
ニ
セ
ラ
ル
。
遷
御
ノ
式
日
一
日
ヲ
先
ニ
ス
。
皇

大
神
ノ
荒
御
魂
ナ
ル
荒
祭
宮
タ
ニ
諸
祭
ハ
ミ
ナ
本
宮
ノ
後
ニ
行

ハ
ル
ヽ
例
ナ
ル
ニ
、
独
豐
受
大
神
ヲ
先
ニ
セ
ラ
ル
ヽ
コ
ト
、
天

照
大
神
ノ
尊
崇
ノ
深
意
ヨ
リ
出
テ
、
朝
制
モ
コ
ヽ
ニ
及
フ
モ
ノ

ナ
ル
ヘ
シ
（『
豐
受
大
神
寔
録
』、
大
神
宮
叢
書
『
神
宮
神
事
考
証
』

前
篇
所
収
、
神
宮
司
廳
、
三
九
三
頁
）。
と
。

　

以
上
、
近
世
前
期
の
度
会
延
佳
か
ら
近
代
の
御
巫
清
直
に
至
る
ま

で
、
外
宮
祠
官
の
学
説
を
中
心
に
豐
受
大
神
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い

て
、
概
観
し
て
き
た
。
そ
の
説
く
と
こ
ろ
、
内
宮
祭
神
が
最
高
至
貴

の
神
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
豐
受
大
神
を
し
て
、
そ
の
天
照
大
神

が
斎
奉
る
神
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
論
証
過
程
を

あ
ら
ま
し
述
べ
れ
ば
、「
神
道
五
部
書
」
か
ら
の
離
脱
と
い
う
方
向

性
か
ら
、
神
宮
祭
祀
（
外
宮
先
祭
・
御
饌
殿
祭
祀
）
や
神
宮
社
殿
の
在



140明治聖徳記念学会紀要〔復刊第 51 号〕平成 26 年 11 月

り
方
と
い
う
神
宮
故
実
、
そ
し
て
『
止
由
氣
宮
儀
式
帳
』
の
託
宣
伝

承
を
重
視
す
る
方
法
論
へ
と
傾
斜
し
、
最
終
的
に
は
、
御
巫
清
直
の

学
説
に
確
認
で
き
る
よ
う
に
、
厳
密
な
テ
キ
ス
ト
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
を

経
て
の
『
倭
姫
命
世
記
』
の
復
権
へ
と
結
実
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と

い
え
よ
う
。

　

か
か
る
研
究
の
推
移
を
踏
ま
え
た
上
で
、
最
後
に
、
本
稿
冒
頭
に

論
じ
た
石
井
鹿
之
助
の
豐
受
大
神
論
を
分
析
し
て
み
よ
う
。

三
、
神
祇
院
設
立
（
昭
和
十
五
年
）
以
降
の
豐
受
大
神
論

　

白
峰
宮
宮
司
石
井
鹿
之
助
の
「
豐
受
大
神
ノ
本
質
ト
御
饌
殿
祭
祀

ノ
本
義
ト
ニ
就
キ
テ
」
と
題
す
る
考
察
が
、
昭
和
十
五
年
十
月
に
創

設
さ
れ
た
神
祇
院
に
於
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
（
（

。
当

時
、
神
祇
院
調
査
課
に
勤
務
し
て
い
た
阪
本
健
一
は
、『
豐
受
大
神

論
』
を
物
し
、
か
か
る
石
井
の
主
張
に
対
し
て
、
所
見
を
述
べ
て
い

る
。
そ
こ
で
の
議
論
は
、
本
居
宣
長
が
最
初
に
主
張
し
、
橋
村
正

兌
・
御
巫
清
直
が
継
承
し
、
恐
ら
く
か
か
る
議
論
に
基
づ
い
て
再
び

石
井
が
問
題
に
し
た
（
（
（

、
皇
祖
神
天
照
大
神
が
豐
受
大
神
を
斎
祭
る
と

の
学
説
を
、
民
俗
学
の
成
果
を
も
踏
ま
え
、
再
検
証
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
石
井
の
主
張
の
一
部
を
要
約
す
る
な
ら
ば
、
以
下
の
如
き

も
の
と
な
ろ
う
。

　

川
面
凡
児
の
説
く
と
こ
ろ
、
伊
邪
那
岐
命
が
天
照
大
神
に
高
天
原

を
知
ら
す
べ
く
事
依
ざ
さ
れ
た
際
に
、
賜
っ
た
御
頸
珠
（
御
倉
板
擧

之
神
）
は
、
実
の
と
こ
ろ
豐
受
大
神
の
御
魂
実
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、

天
照
大
神
が
高
天
原
に
於
い
て
大
嘗
聞
看
す
御
業
は
、
豐
受
大
神
を

敬
祭
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。『
日
本
書
紀
』
天
孫
降
臨
章
の
一

書
に
確
認
さ
れ
る
「
斎
鏡
共
殿
の
神
勅
」
と
「
斎
庭
稲
穂
の
神
勅
」

と
は
、
か
か
る
高
天
原
に
於
け
る
天
照
大
神
の
御
業
を
、
中
津
国
に

於
い
て
実
現
せ
し
め
る
べ
く
下
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
『
太
神
宮
諸
雑
事
記
』
や
『
倭
姫
命
世
紀
』
に
確
認
さ
れ
る
外
宮

先
祭
を
命
ぜ
ら
れ
た
天
照
大
神
の
託
宣
は
、『
止
由
氣
宮
儀
式
帳
』

に
示
さ
れ
た
豐
受
大
神
の
外
宮
鎮
座
を
要
請
さ
れ
た
天
照
大
神
の
託

宣
の
際
に
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
淵
源
は
上
述
の
高
天
原
に

於
け
る
天
照
大
神
の
御
業
に
あ
る
。
更
に
、
第
十
代
崇
神
天
皇
の
御

代
に
至
る
ま
で
、
天
孫
降
臨
の
際
に
下
さ
れ
た
二
つ
の
神
勅
に
従
い
、

宮
中
に
於
い
て
八
咫
鏡
（
天
照
大
神
）
と
御
頸
珠
（
豐
受
大
神
）
と
は
、

御
同
座
さ
れ
て
い
た
。
然
る
に
そ
の
御
稜
威
を
畏
れ
ら
れ
た
崇
神
天

皇
の
叡
慮
に
従
い
、
八
咫
鏡
は
宮
域
よ
り
外
に
御
動
座
さ
れ
る
に
至

り
、
こ
こ
に
八
咫
鏡
は
御
頸
珠
と
異
な
る
祭
場
に
祀
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
か
か
る
在
り
よ
う
を
憂
慮
さ
れ
た
天
照
大
神
は
、
第
二
十

一
代
雄
略
天
皇
の
御
代
、
豐
受
大
神
を
神
宮
に
遷
座
せ
し
め
る
べ
く
、

託
宣
を
下
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
（
（（
（

。
か
く
し
て
石
井
は
次
の
よ
う
に
力

説
す
る
の
で
あ
る
。

外
宮
先
祭
ノ
御
託
宣
ノ
大
御
心
ヲ
拝
ス
ル
ト
キ
ハ
豐
受
大
神
ハ

決
シ
テ
単
ニ
天
照
皇
大
御
神
ノ
御
饌
ノ
神
ニ
ア
ラ
ズ
、
コ
ノ
御
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本
質
ハ
延
暦
儀
式
帳
以
後
不
明
ニ
ナ
リ
、
外
宮
先
祭
ノ
御
託
宣

ハ
御
饌
殿
祭
祀
ニ
於
テ
其
ノ
本
旨
ニ
反
シ
テ
居
ル
様
ニ
ナ
リ
特

ニ
大
正
三
年
神
宮
祭
祀
令
ノ
公
布
以
後
特
殊
神
事
ヲ
中
祭
ト
規

定
シ
尚
更
其
度
ヲ
強
ク
シ
タ
即
チ
名
実
共
ニ
外
宮
先
祭
ノ
御
託

宣
ノ
本
旨
ニ
背
反
シ
タ
ル
御
饌
殿
祭
祀
ト
ナ
ル
、
と
。

　

か
か
る
石
井
の
主
張
に
対
し
て
、
阪
本
は
次
の
よ
う
に
反
論
し
て

い
る
。御

頸
珠
ハ
高
天
原
御
統
御
ノ
シ
ル
シ
デ
ア
ル
ガ
ソ
レ
ガ
即
チ
豐

受
大
神
デ
ア
リ
、
大
嘗
聞
看
ス
殿
ニ
於
テ
御
倉
板
擧
ヲ
斎
ヒ
奉

ラ
レ
タ
事
ハ
何
處
ニ
其
ノ
証
拠
ガ
ア
ル
デ
ア
ラ
ウ
カ
（
。
―
筆

者
）
又
川
面
凡
児
翁
ガ
御
倉
板
擧
之
神
ト
ハ
豐
受
大
神
ノ
御
事

ナ
リ
ト
云
ハ
レ
タ
ト
テ
ソ
レ
ハ
単
ニ
一
説
デ
ア
ツ
テ
ソ
レ
ヲ
以

テ
、
御
倉
板
擧
神
即
豐
受
大
神
ト
ス
ル
証
拠
ト
ハ
ナ
ラ
ス
川
面

翁
ノ
説
ガ
正
シ
イ
コ
ト
ガ
確
定
セ
ラ
レ
テ
カ
ラ
ノ
問
題
デ
ア
ル

（
。
―
筆
者
）
一
説
ナ
ラ
バ
折
口
博
士
ガ
古
代
研
究
中
「
た
な
ば

た
と
盆
踊
り
と
」
ニ
於
テ
（「
―
筆
者
）
珠
玉
の
神
を
御ミ

倉ク
ラ

板タ

擧ナ

（
記
）
と
い
ふ
な
ど
は
、
倉
の
柵
に
此
神
を
祀
っ
た
も
の
と
見

て
ゐ
る
が
こ
れ
は
く
ら
だ
な
に
対
す
る
理
会
が
届
か
な
い
か
ら

で
あ
る
（
。
―
筆
者
）
く
ら
だ
な
が
即
ち
倉
で
倉
の
神
が
玉
で

あ
り
、
同
時
に
天
照
大
神
の
魂
の
し
ん
ぼ
る
で
あ
り
、
ま
た
米

の
し
ん
ぼ
る
と
し
て
倉
柵
に
据
ゑ
ら
れ
た
の
で
あ
る
、
こ
の
倉

は
地
上
に
柱
を
立
て
、
そ
の
脚
の
上
に
板
を
擧
げ
て
そ
れ
に
五

穀
及
び
そ
の
守
護
霊
を
据
ゑ
て
仮
り
屋
根
を
し
て
お
く
と
い
ふ

程
度
の
も
の
で
あ
つ
た
ら
し
く
「
神
座ク

ラ

な
る
柵
」
の
略
語
く
ら

の
義
で
あ
る
」
ト
云
ハ
レ
ル
ノ
モ
有
力
ナ
一
説
デ
ア
ル
（
。
―

筆
者
）
勿
論
清
直
翁
ハ
豐
受
大
神
寔
録
ニ
於
テ
御
倉
板
擧
之
神

デ
ハ
ナ
イ
ガ
天
照
大
神
ガ
豐
受
大
神
ヲ
祭
ラ
レ
タ
意
味
ヲ
日
本

書
紀
其
他
ヲ
引
イ
テ
述
ベ
テ
ヰ
ル
ガ
コ
レ
モ
矢
張
リ
外
宮
方
ノ

立
場
ニ
タ
ツ
テ
ノ
見
解
デ
ハ
ア
ル
マ
イ
カ
（
。
―
筆
者
）〈
中
略
〉

豐
受
大
神
ノ
霊
徳
ニ
報
ム
ト
大
嘗
ノ
新
殿
ヲ
造
立
シ
、
其
神
殿

中
ニ
神
座
ヲ
設
ケ
、
朝
夕
ノ
御
饌
ヲ
奉
進
ス
ベ
キ
料
ノ
所
謂
由

貴
殿
須
紀
殿
ヲ
妨
汚
シ
給
フ
ヲ
謂
フ
ナ
リ
、
ト
述
ベ
テ
ヰ
ル
、

尚
清
直
翁
ハ
天
照
大
神
ノ
斎
服
殿
ニ
於
テ
御
衣
ヲ
織
リ
給
フ
モ

豊
受
ノ
神
徳
ニ
報
謝
セ
ム
ト
其
神
ノ
御
衣
ヲ
織
ラ
シ
メ
タ
ノ
ダ

ト
説
ク
ガ
コ
レ
モ
同
シ
外
宮
的
見
地
ニ
立
ツ
テ
ノ
論
ト
思
ハ
レ

ル
、
何
故
ナ
ラ
神
宮
ノ
古
儀
以
来
現
今
ニ
於
テ
モ
神
御
衣
祭
ハ

内
宮
ノ
ミ
ノ
儀
ナ
ル
カ
故
デ
ア
ル
（
。
―
筆
者
）
御
饌
祭
ヲ
考

ヘ
ル
上
ニ
於
テ
モ
神
御
衣
祭
ガ
天
照
大
神
ノ
ミ
ニ
サ
ヽ
ゲ
マ
ツ

ル
御
儀
デ
ア
ル
コ
ト
ヲ
念
頭
ニ
置
カ
ネ
バ
ナ
ラ
ス
。
と
。

　

以
上
の
議
論
を
概
観
す
る
と
、
凡
そ
二
つ
の
事
実
を
指
摘
で
き
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
つ
目
と
し
て
、
か
か
る
豊
受
大
神
を
し
て
天

照
大
神
が
敬
祭
す
る
神
で
あ
る
の
か
、
否
か
、
と
い
う
論
争
並
び
に

そ
の
論
証
過
程
は
、
民
俗
学
の
成
果
等
を
除
く
と
、
概
ね
す
で
に
近

世
国
学
に
於
い
て
主
張
さ
れ
て
き
た
、
と
い
う
事
で
あ
ろ
う
（
（（
（

。
更
に
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そ
の
問
題
に
関
連
し
て
、
二
つ
目
と
し
て
、
昭
和
十
五
年
十
月
に
神

祇
院
が
創
設
さ
れ
た
事
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
大
東
亜
戦
争
に
突
入

す
る
寸
前
、
所
謂
、
非
常
時
と
称
さ
れ
る
こ
の
時
期
、
内
務
省
の
外

局
と
し
て
設
立
さ
れ
た
神
祇
院
に
於
い
て
、
か
く
も
自
由
闊
達
且
つ

学
問
的
な
議
論
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
、
驚
か
さ
れ
る
（
（（
（

。

　

当
該
時
期
（「
満
州
事
変
（
一
九
三
一
年
）
～
太
平
洋
戦
争
敗
戦
（
一
九

四
五
年
）」）
の
神
道
を
し
て
、「
フ
ァ
シ
ズ
ム
的
国
教
期
」、「
天
皇
制

フ
ァ
シ
ズ
ム
の
時
期
の
国
家
神
道
」（
村
上
重
良
『
国
家
神
道
』
岩
波
新

書
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
五
年
、
八
〇
頁
）
あ
る
い
は
「
フ
ァ
シ
ズ
ム

期
」（
島
薗
進
『
国
家
神
道
と
日
本
人
』
岩
波
新
書
、
岩
波
書
店
、
平
成
二

十
二
年
）
な
ど
と
規
定
乃
至
は
「
提
案
」
す
る
研
究
者
も
存
在
す
る
。

し
か
し
、「
敬
神
思
想
の
普
及
に
関
す
る
事
項
の
事
務
を
掌
る
」（『
神

道
史
大
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
、
四
九
八
頁
）
こ
と

を
職
掌
と
す
る
国
家
機
関
と
し
て
の
神
祇
院
が
、
以
上
見
て
き
た
如

く
、
学
術
的
に
極
め
て
公
正
な
機
関
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
み

る
と
、「
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
と
い
う
概
念
に
基
づ
い
て
当
該
時
期
を
規

定
す
る
研
究
に
、
筆
者
は
違
和
感
を
禁
じ
ざ
る
を
得
な
い
（
（（
（

。

註（1
）　

折
口
信
夫
は
、
祝
部
殿
（「
斎
戸
殿
」〈
い
は
ひ
ど
ど
の
、
又
は
、

い
は
ひ
べ
ど
の
〉））
を
め
ぐ
っ
て
、
次
の
よ
う
に
考
証
し
て
い
る
。

「
こ
の
殿
は
、
神
祇
官
西
院
に
あ
り
、
八
神
殿
に
隣
つ
て
ゐ
て
、

二
間
に
一
間
の
建
て
物
で
あ
つ
た
ら
し
い
。
こ
の
殿
に
は
、
当
今

の
御
魂
、
又
中
宮
・
春
宮
の
御
魂
を
斎
ひ
奉
つ
て
あ
つ
た
も
の
と

見
ら
れ
る
。
毎
年
十
二
月
の
「
鎮
御
魂
斎
戸
祭
」
に
は
、
新
に
御

魂
を
斎
ひ
鎮
め
る
行
事
を
、
中
臣
が
行
ふ
事
に
な
つ
て
ゐ
た
」

（「
即
位
御
前
記
」、『
折
口
信
夫
全
集
』
第
二
十
巻
所
収
、
二
七
頁
、

中
公
文
庫
）。
と
。

（
2
）　

念
の
為
、
当
該
箇
所
を
茲
に
引
用
し
て
お
こ
う
。「
天
照
坐
皇
大
神
、

始
巻
向
玉
城
宮
御
宇
天
皇
御
世
、
国
国
處
處
太
宮
處
求
賜
時
、
度

會
乃
宇
治
乃
伊
須
須
乃
河
上
爾
大
宮
供
奉
。
爾
時
、
大
長
谷
天
皇
御

夢
爾
誨
覚
賜
久
、
吾
高
天
原
坐
氐
見
志
眞
岐
賜
志
處
爾
・
志
都
眞
利
坐
奴
。

然
吾
一
所
耳
坐
波
甚
苦
。
加
以
大
御
饌
毛
安
不
二
聞
食
一
坐
故
爾
、
丹

波
國
比
治
乃
眞
奈
井
爾
坐
我
御
饌
都
神
、
等
由
氣
大
神
乎
、
我
許
欲

止
誨
覚
奉
支
。
爾
時
、
天
皇
驚
悟
賜
氐
、
即
従
二
丹
波
国
一
令
二
行
幸
一氐
、

度
會
乃
山
田
原
乃
下
石
根
爾
宮
柱
太
知
立
、
高
天
原
爾
比
疑
高
知
氐
、

宮
定
斎
仕
奉
始
支
。
是
以
、
御
饌
殿
造
奉
氐
、
天
照
坐
皇
大
神
乃
朝

乃
大
御
饌
夕
乃
大
御
饌
乎
日
別
供
奉
」（『
神
道
大
系
』
神
宮
編　

皇

太
神
宮
儀
式
帳
、
止
由
氣
宮
儀
式
帳
、
太
神
宮
諸
雑
事
記
、
財
団

法
人
神
道
大
系
編
纂
会
、
昭
和
五
十
四
年
三
月
、
一
九
三
頁
）。
と
。

（
3
）　

度
会
延
佳
の
『
陽
復
記
』
脱
稿
の
お
よ
そ
五
十
年
後
、
宝
永
六
年

（
一
七
〇
九
）
に
、
外
宮
権
禰
宜
河
崎
延
貞
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ

た
『
寶
永
十
條
』
に
は
、
天
照
大
神
（
内
宮
）
と
國
常
立
尊
（
外

宮
）
と
の
二
宮
一
光
説
を
受
容
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

即
ち
、「
人
民
を
慈
愛
し
憐
み
、
万
物
を
利
養
し
養
ひ
、
光
を
和

げ
塵
に
同
じ
う
し
て
、
災
を
け
し
難
を
済
ふ
。
其
表
は
る
ゝ
名
を

天
照
大
神
と
申
奉
也
。
是
即
國
常
立
尊
御
神
霊
発
し
て
作
用
を
な

す
。
其
作
用
は
即
天
照
大
神
と
申
奉
る
事
な
る
べ
し
。
人
々
一
箇

の
上
も
亦
是
な
り
。
固
有
の
神
霊
は
國
常
立
ノ
尊
の
御
神
霊
に
異
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ら
ざ
れ
ど
も
、
人
々
私
欲
か
の
御
舎
の
戸
を
閉
て
開
事
な
し
。
若

夫
御
戸
を
開
て
國
常
立
を
拝
み
奉
る
に
、
両
鏡
相
合
て
影
な
き
の

地
に
い
た
り
な
ば
、
神
と
我
と
の
間
に
一
髪
を
容
べ
か
ら
ず
。
是

を
神
明
と
も
神
聖
と
も
い
ふ
な
る
べ
し
。
國
常
立
尊
、
天
照
大
神

と
分
座
し
た
ま
へ
ど
も
、
体
用
一
致
に
し
て
更
に
二
つ
な
し
。
是

即
一
に
し
て
二
、
二
に
し
て
一
な
り
。
二
宮
一
光
と
い
ふ
是
也
」

（
大
神
宮
叢
書
『
度
會
神
道
大
成
』
下
巻
所
収
、
神
宮
司
廳
、
昭

和
三
十
年
三
月
、
一
三
七
～
八
頁
）。
と
。
か
か
る
言
説
を
見
て
も
、

内
外
両
宮
御
祭
神
を
そ
れ
ぞ
れ
個
別
神
格
と
し
て
解
釈
す
る
延
佳

の
神
学
は
、
ま
さ
し
く
卓
見
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（
4
）　

残
念
な
が
ら
、『
伊
勢
二
宮
さ
き
竹
の
辦
』
に
は
、『
陽
復
記
』
に

対
す
る
直
接
的
な
言
及
は
な
い
。
し
か
し
本
書
が
慶
安
四
年
（
一

六
五
一
）
出
版
以
降
、
し
ば
し
ば
版
を
重
ね
た
こ
と
か
ら
、
宣
長

が
本
書
に
目
を
通
し
て
い
た
こ
と
は
、
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
一
方

吉
見
幸
和
の
『
五
部
書
説
弁
』
を
め
ぐ
っ
て
は
、「
か
の
五
部
書

の
説
を
、
一
々
微
細
に
弁
駁
し
て
、
外
宮
の
御
神
を
ば
、
皇
孫
ノ

尊
の
天
降
ら
せ
給
ふ
時
の
、
供
奉
の
臣
列
に
し
て
、
膳カ
シ

部ハ
デ
ノ
神
也

と
い
へ
り
、
そ
も
〳
〵
此
書
の
論
、
こ
と
〴
〵
く
公
の
正
し
き
書

ど
も
を
引
証
し
て
、
弁
じ
た
れ
ば
、
皆
否イ
ナ

と
い
ひ
が
た
く
、
か
の

五
部
書
の
妄
説
な
る
こ
と
、
い
よ
〳
〵
明
白
に
し
て
、
ま
こ
と
に

正
説
と
聞
ゆ
る
故
に
、
た
れ
も
皆
こ
れ
を
信
じ
て
、
外
宮
の
御
神

は
、
膳
部
ノ
神
と
こ
ゝ
ろ
え
、
又
い
か
に
も
し
て
外
宮
を
い
ひ
貶オ
ト

さ
む
と
す
る
輩
は
、
な
ほ
さ
ら
此
書
を
よ
ろ
こ
び
て
、
い
よ
〳
〵

臣
列
膳
部
ノ
神
な
る
よ
し
を
、
い
ひ
ひ
ろ
む
め
り
、〈
中
略
〉
然
る

に
今
宣
長
又
大
に
こ
れ
を
弁
ず
べ
き
こ
と
あ
り
、
ま
づ
此
説
弁
の

大
む
ね
、
も
と
か
の
五
部
書
の
誣
妄
を
ふ
か
く
に
く
み
、
憤
激
し

て
、
あ
ら
そ
ふ
心
よ
り
書
キ
た
る
故
に
、
ひ
た
す
ら
外
宮
を
貶オ
ト

し

て
、
卑
く
せ
む
と
つ
と
め
た
る
か
ら
、
す
べ
て
其
論
平
穏
な
ら
ず
、

い
ひ
過
し
の
雑
言
悪
口
い
と
多
く
、
ひ
が
こ
と
も
す
く
な
か
ら
ず
」

（
筑
摩
書
房
版
『
本
居
宣
長
全
集
』
第
八
巻
、
四
八
六
頁
）、
と
述

べ
、『
五
部
書
説
弁
』
批
判
が
『
伊
勢
二
宮
さ
き
竹
の
辦
』
執
筆

の
動
機
と
な
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。　

（
5
）　

当
該
言
説
は
、『
古
語
拾
遺
』
に
確
認
さ
れ
る
、「
天
照
大
神
者
、

惟
祖
惟
宗
、
尊
無
レ
二
、
因
、
自
余
諸
神
者
、
乃
子
乃
臣
、
孰
能

敢
抗
」
と
の
天
照
大
神
の
尊
さ
を
表
現
す
る
記
事
を
念
頭
に
置
い

て
の
も
の
で
あ
る
。

（
6
）　

か
か
る
着
眼
点
に
基
づ
い
て
、
宗
教
の
信
仰
内
容
の
分
析
を

提
唱
し
た
の
は
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
大
学
に
於
い
て
宗
教
学
を

講
じ
て
い
た
フ
リ
ッ
ツ
・
シ
ュ
ト
ル
ツ
で
あ
る
。V

gl.Fritz 

Stolz,”G
rundzü ge der R

eligionsw
issenschaft”, G

ö ttingen; 
Vandenhoecke. R

uprecht, 1988.

（
7
）　

御
巫
清
直
が
『
倭
姫
命
世
記
』
に
着
目
し
た
理
由
は
、
天
照
大
神

の
御
魂
実
で
あ
る
八
咫
鏡
が
第
十
代
崇
神
天
皇
の
御
代
、
宮
中
か

ら
遷
御
さ
れ
、
続
く
第
十
一
代
垂
仁
天
皇
の
御
代
、
五
十
鈴
川
の

川
上
に
鎮
座
す
る
に
至
る
過
程
を
、『
日
本
書
紀
』
や
『
皇
太
神

宮
儀
式
帳
』
以
上
に
詳
細
に
伝
え
て
お
り
、
そ
の
過
程
に
神
嘗
祭

を
始
め
と
す
る
神
宮
故
実
の
端
緒
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で

あ
ろ
う
。
拙
稿
「
近
代
神
宮
の
道
程
―
御
巫
清
直
の
思
想
と
古
儀

復
興
―
」（
拙
著
『
国
学
者
の
神
信
仰
―
神
道
神
学
に
基
づ
く
考

察
―
』
所
収
、
弘
文
堂
、
平
成
二
十
一
年
四
月
）
参
照
。

（
8
）　

こ
の
石
井
の
建
議
が
ど
の
よ
う
な
手
続
き
を
踏
ん
で
神
祇
院
に
齎

さ
れ
た
の
か
、
そ
の
詳
細
は
判
ら
な
い
。
筆
者
の
下
に
は
、「
正

院
山
人
先
生
（
阪
本
健
一
―
筆
者
註
）　

豐
受
大
神
論　

越
山
野

人
」
と
表
紙
に
書
か
れ
た
阪
本
健
一
所
蔵
神
祇
院
関
係
資
料
の
複
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写
が
あ
る
の
み
で
あ
り
、
当
該
資
料
に
は
「
秘
」
と
捺
さ
れ
た
捺

印
以
外
、
署
名
及
び
印
鑑
の
類
は
存
在
し
な
い
。

（
9
）　

阪
本
健
一
が
執
筆
し
た
『
豐
受
大
神
論
』
の
「
総
評
」
に
は
、「
著

者
（
石
井
鹿
之
助
―
筆
者
註
）
ハ
先
ニ
神
宮
皇
学
館
教
授
ト
シ
テ

伊
勢
ニ
ア
リ
、
神
宮
ニ
テ
口
ニ
セ
ラ
ル
ヽ
外
宮
先
祭
ナ
ル
言
葉
ニ

ツ
キ
疑
問
ヲ
抱
キ
爾
後
其
方
面
ノ
師
ト
シ
テ
当
時
神
宮
学
ニ
造
詣

深
キ
松
木
時
彦
翁
ヲ
仰
ギ
シ
モ
ノ
ノ
如
ク
デ
ア
ル
（
但
シ
松
木
氏

ハ
度
會
神
道
家
ト
シ
テ
又
外
宮
出
身
ノ
神
宮
禰
宜
ト
シ
テ
最
後
ノ

一
人
タ
ル
コ
ト
モ
念
頭
ニ
置
ク
ベ
キ
デ
ア
ル
）」
と
の
一
文
を
確

認
で
き
る
。

（
10
）　

註
（
6
）
で
紹
介
し
た
阪
本
健
一
所
蔵
の
資
料
に
は
、
以
下
の
如

く
記
さ
れ
て
い
る
。「
天
照
皇
大
神
宮
ガ
外
宮
先
祭
ノ
御
託
宣
ヲ

外
宮
御
鎮
座
ノ
御
神
誨
ト
共
ニ
雄
略
天
皇
ノ
廿
二
年
ニ
皇
孫
命
ニ

賜
ハ
リ
シ
ハ
崇
神
天
皇
ノ
ト
キ
斎
鏡
ノ
宮
外
奉
遷
ニ
淵
源
ス
ル
モ

ノ
デ
ア
ル
、
何
ト
ナ
レ
バ
斎
鏡
ノ
御
神
勅
ハ
斎
穂
ノ
御
神
勅
ト
共

ニ
天
孫
御
降
臨
ノ
御
時
皇
孫
命
ニ
、
同
床
共
殿
ノ
御
神
勅
ト
シ
テ

賜
リ
シ
モ
ノ
デ
是
レ
全
ク
伊
邪
那
岐
命
ガ
ソ
ノ
御
頸
珠
ヲ
天
照
皇

大
御
神
ニ
賜
ヒ
シ
御
時
「
汝
命
者
所
知
高
天
皇マ
マ

矣
」
ト
事
依
ザ
シ

賜
ヒ
シ
御
神
勅
ノ
マ
ニ
マ
ニ
天
照
皇
大
御
神
カ
御
頸
珠
ヲ
御
倉
板

擧
之
神
（
豐
受
大
神
）
ト
シ
テ
大
嘗
聞
看
ス
殿
ニ
於
テ
（
我
師
川

面
凡
児
翁
云
、
御
倉
板
擧
之
神
ト
ハ
豐
受
大
神
ノ
御
事
ナ
リ
）
ト

斎
ヒ
奉
リ
ツ
ヽ
高
天
原
ノ
神
政
ヲ
ナ
シ
給
ヒ
シ
大
御
心
ノ
御
発
現

カ
即
チ
斎
鏡
斎
穂
ノ
御
神
勅
デ
ア
ル
（
。
―
筆
者
）
崇
神
天
皇
ノ

ト
キ
斎
鏡
ノ
宮
外
奉
遷
ハ
正
ニ
御
違
勅
ダ
カ
ラ
更
ニ
斎
鏡
ヲ
鋳
サ

セ
給
ヒ
同
床
共
殿
ノ
大
御
心
ヲ
体
セ
ン
ト
サ
レ
タ
ガ
ナ
ホ
高
天
原

ノ
御
神
政
ノ
大
御
心
ト
遠
ザ
カ
ラ
セ
給
ヘ
ル
ニ
ヨ
リ
畏
ク
モ
皇
祖

天
照
大
御
神
痛
ク
之
ヲ
憂
ヘ
サ
セ
給
ヒ
雄
略
天
皇
ノ
廿
二
年
遂
ニ

皇
孫
命
ニ
外
宮
御
鎮
座
ノ
御
神
誨
及
ビ
外
宮
先
祭
ノ
御
託
宣
ヲ
賜

ツ
タ
ノ
デ
ア
ル
」、
と
。

（
11
）　

石
井
の
主
張
す
る
皇
祖
神
の
豐
受
大
神
に
対
す
る
敬
祭
説
を
、
神

御
衣
祭
が
外
宮
に
於
い
て
斎
行
さ
れ
て
は
い
な
い
こ
と
を
論
拠
と

し
て
批
判
す
る
阪
本
の
着
眼
点
は
、
幕
末
の
国
学
者
鈴
木
重
胤
の

学
説
に
も
見
出
せ
る
。
即
ち
、「
神
代
紀
」
宝
鏡
開
始
章
、
素
戔

嗚
尊
の
神
荒
び
の
段
、
斎
服
殿
に
て
天
照
大
神
が
御
親
ら
機
を

織
っ
て
居
ら
れ
た
と
の
書
紀
本
文
の
伝
承
を
重
視
し
た
平
田
篤
胤

は
、
当
の
神
御
衣
を
、「
神
に
献
リ
給
ふ
御
衣
な
り
。
其
神
は
、
豐

宇
気
毘
売
ノ
神
な
る
こ
と
決ウ
ツ
ナ
し
」（『
古
史
伝
』
九
之
巻
、
名
著
出

版
版
全
集
一
、
四
五
一
頁
）。
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

重
胤
は
、
当
該
伝
承
は
神
宮
の
神
御
衣
祭
の
原
由
で
あ
る
と
の
認

識
に
従
っ
て
、
天
照
大
神
が
天
服
織
女
や
稚
日
女
尊
に
神
御
衣
を

織
ら
し
め
て
い
た
、
と
の
『
古
事
記
』、「
神
代
紀
」
一
書
の
伝
承

を
重
ん
じ
、
当
該
神
御
衣
は
、
天
照
大
神
に
奉
ら
れ
る
べ
き
御
物

で
あ
る
と
修
正
し
た
。
即
ち
、「
後
世
に
至
迄
に
右
の
斎
服
殿
に

て
織
ら
せ
給
ふ
神
御
衣
は
、
皇
太
神
も
荒
祭
宮
に
限
て
奉
る
御
定

な
る
を
思
漏
さ
れ
た
る
な
り
け
り
、
本
よ
り
神
宮
の
神
衣
祭
は
天

石
戸
隠
の
時
に
定
れ
る
例
な
る
事
は
云
も
更
な
れ
ど
、
其
由
て
来

る
所
必
此
時
に
斎
服
殿
に
て
神
御
衣
を
令
織
給
へ
る
が
、
須
佐
之

男
命
の
神
荒
び
に
依
て
其
事
の
全
く
成
整
は
ざ
り
け
る
を
、
彼
招

奉
る
時
に
当
て
全
く
成
整
へ
る
が
永
世
の
例
と
成
れ
る
事
、
云
々
」

（『
延
喜
式
祝
詞
講
義
』
十
三
之
巻
、
国
書
刊
行
会
版
三
、
七
〇
頁
）、

と
。
な
お
、
か
か
る
豐
受
大
神
を
、
天
照
大
神
が
敬
祭
す
る
と
の

学
説
に
対
す
る
神
道
神
学
に
基
づ
く
評
価
は
、
拙
稿
「〝
豊
受
大

神
敬
祭
説″
を
め
ぐ
っ
て
」（
拙
著
『
国
学
者
の
神
信
仰
―
神
道
神

学
に
基
づ
く
考
察
―
』
所
収
、
弘
文
堂
、
平
成
二
十
一
年
）
参
照
。



外宮祭神観の変遷（中野）145

（
12
）　

ち
な
み
に
明
治
七
年
八
月
、
当
時
、
神
宮
の
少
宮
司
に
就
任
し
て

い
た
浦
田
長
民
（
一
八
四
〇
―
一
八
九
三
）
は
、
外
宮
を
し
て
別

宮
と
同
様
の
地
位
に
貶
し
、
皇
祖
神
天
照
大
神
（
内
宮
）
の
神
位

を
よ
り
一
層
高
め
る
べ
く
、
当
時
の
度
会
府
知
事
橋
本
実
梁
に
、

以
下
の
如
き
意
見
書
を
提
出
し
た
。「
内
外
宮
ノ
称
呼
、
古
ハ
直

ニ
太
神
宮
ハ
豐
受
宮
ヲ
指
ニ
非
ス
、
然
ル
ニ
後
世
誤
認
、
愚
民
、

二
宮
ノ
差
別
ヲ
知
ス
、
同
光
一
徳
ノ
御
宮
柄
共
ニ
天
祖
ノ
神
廟
ト

心
得
、
終
ニ
方
向
ニ
迷
ひマ
マ

候
様
成
行
候
儀
、
全
内
外
ノ
称
有
之
故

ニ
御
座
候
、
方
今
ノ
御
時
節
民
志
ヲ
一
ニ
セ
サ
レ
ハ
、
乍
恐
御
政

体
モ
相
立
申
間
敷
奉
願
候
、
仰
願
ク
ハ
大
活
眼
ヲ
被
為
開
、
今
般

内
外
ノ
称
ヲ
被
廃
、
専
ラ
太
神
宮
〈
又
本
宮
〉、
豊
受
宮
〈
又
度

会
宮
〉
如
此
称
呼
仕
候
様
御
確
定
、
天
下
ヘ
御
布
告
被
為
在
度
奉

存
候
」（『
神
宮
・
明
治
百
年
史
』
上
巻
、
神
宮
司
廳
、
昭
和
四
十

三
年
十
月
、
一
九
頁
）、
と
。
つ
ま
り
、
天
皇
を
頂
点
に
位
置
づ

け
「
民
志
ヲ
一
ニ
」
せ
し
め
る
「
御
政
体
」
を
確
立
す
る
為
に
は
、

皇
祖
神
天
照
大
神
の
神
位
が
最
高
至
貴
で
あ
る
こ
と
を
、
社
殿
の

在
り
よ
う
か
ら
も
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
議
論

な
の
で
あ
っ
た
。
か
か
る
浦
田
の
見
識
に
従
っ
て
も
、
豐
受
大
神

を
し
て
、
天
照
大
神
の
敬
祭
す
る
神
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
、

如
何
に
時
局
に
逆
行
す
る
内
容
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を

推
察
で
き
よ
う
。

（
13
）　

ち
な
み
に
、
村
上
重
良
は
神
祇
院
の
活
動
を
、「
神
祇
院
の
も
と
で
、

神
社
行
政
は
大
幅
に
拡
充
強
化
さ
れ
、
国
家
神
道
は
、
統
制
下
の

各
宗
教
に
文
字
ど
お
り
君
臨
し
て
、
国
体
の
教
義
の
普
及
に
総
力

を
投
入
し
た
。
植
民
地
、
占
領
地
に
は
、
ぞ
く
ぞ
く
と
神
社
が
創

建
さ
れ
、
ア
マ
テ
ラ
ス
オ
オ
ミ
カ
ミ
の
神
威
と
天
皇
の
御み

稜い

威つ

を

全
世
界
に
及
ぼ
す
た
め
の
聖
戦
と
い
う
侵
略
思
想
が
鼓
吹
さ
れ

た
」（
村
上
重
良
『
国
家
神
道
』
岩
波
新
書
、
前
出
、
二
〇
六
頁
）。

と
主
張
し
て
い
る
が
、
果
た
し
て
神
祇
院
が
村
上
の
云
う
よ
う
な

機
関
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、「
ア
マ
テ
ラ
ス
オ
オ
ミ
カ
ミ
」
が
敬
祭

す
る
神
（
豐
受
大
神
）
を
め
ぐ
っ
て
、
議
論
を
尽
く
し
た
り
す
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
満
州
事
変
か
ら
太
平
洋
戦
争
開
戦
に
至

る
経
緯
を
、「
政
治
体
制
」
の
視
点
か
ら
詳
細
に
分
析
し
た
中
村

菊
男
は
、
結
論
に
於
い
て
以
下
の
如
く
明
言
し
て
い
る
。
即
ち
、

「
近
衛
文
麿
の
『
失
は
れ
し
政
治
』
は
、
日
米
交
渉
難
航
の
歴
史

を
回
顧
し
て
、
統
帥
と
国
務
の
不
一
致
を
あ
げ
、
統
帥
が
国
務
と

独
立
し
て
い
る
こ
と
の
弊
害
を
衝
き
、
外
交
と
軍
事
の
関
係
が
う

ま
く
い
か
な
か
っ
た
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。〈
中
略
〉
最
高
政

治
指
導
者
を
し
て
こ
の
よ
う
な
嘆
息
を
発
せ
し
め
る
政
治
体
制
そ

の
も
の
が
問
題
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
政
治
体
制
は
そ
の

推
進
力
が
軍
部
で
あ
っ
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
軍
国
主
義
と
呼

び
う
る
が
、
権
力
の
一
元
的
集
中
化
が
行
な
わ
れ
ず
、
政
治
の
最

高
首
脳
部
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
確
立
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
意

味
に
お
い
て
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
で
は
な
か
っ
た
と
い
い
う
る
の
で
あ

る
」（『
政
党
な
き
時
代
―
天
皇
制
フ
ァ
シ
ズ
ム
論
と
日
米
戦
争

―
』、
毎
日
ワ
ン
ズ
、
平
成
二
十
一
年
、
三
一
三
頁
）。
と
。
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